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令和４年度第４回静岡県社会福祉審議会児童福祉専門分科会

子ども・子育て支援部会 会議録

１ 審議事項

（公開）

(1) 部会長代理の選出について

(2) 第２期ふじさんっこ応援プランの中間見直しについて

（非公開）

(3) 保育所及び幼保連携型認定こども園の認可に係る意見聴取等について

２ 審議内容

（白井部会長）

本日は御多忙のところ、子ども・子育て支援部会に出席いただき、ありがとう

ございます。初めに「議事(1) 部会長代理の選出について」行いたいと思いま

日 時 令和５年３月９日（木）午後３時 45 分から午後５時 20 分

場 所 静岡県庁西館４階第一会議室Ｃ

出 席 者

職・氏名

○委 員（敬称略、五十音順）11 人

相田芳久、天城真美、稲葉靖子、岩倉睦弘、内山千穂、

白井千晶（部会長）、土山雅之、永倉みゆき、宮川貴志、

○事務局

瀬嵜健康福祉部理事（少子化対策担当）、髙橋こども未来局長、

鈴木こども未来課長 他

議 事

（公開）

(1) 部会長代理の選出について

(2) 第２期ふじさんっこ応援プランの中間見直しについて

（非公開）

(3) 保育所及び幼保連携型認定こども園の認可に係る意見聴取等に

ついて
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す。本日は前部会長代理退任に伴う後任委員選任後の初めての部会となりますの

で、最初の協議事項として、部会長代理の選出がございます。

本部会の設置及び運営に関する資料といたしまして、資料 1-1 静岡県社会福祉

審議会児童福祉専門分科会子ども子育て支援部会、資料 1-2 静岡県社会福祉審議

会運営要綱がございます。資料 1-2 の３ページを御覧ください。資料 1-2 の３ペ

ージ、静岡県社会福祉審議会運営要綱第５条第９項に「特別部会長検証部会長及

び支援部会長に事故あるときは、特別部会長、検証部会長及び支援部会長があら

かじめ指名する委員がその職務を代理する」という規定がございますので、部会

長として、部会長代理を指名させていただきたいと思います。

部会長といたしましては、就任いただいたばかりではありますけれど、これま

での経験が豊富でいらっしゃいます岩倉委員に、部会長代理をお願いしたいと存

じます。よろしいでしょうか。

※委員からの意見・異議なし

（白井部会長）

ありがとうございます。御異議ないようですので、岩倉委員に部会長代理をお

願いしたいと思います。

それでは、次第に従って議事を進めていきたいと思います。「議事(2) 第２期

ふじさんっこ応援プランの中間見直し」について、事務局から説明をお願いいた

します。

（鈴木こども未来課長）

※議事(2)について、資料２・３・４に沿って説明

（白井部会長）

ありがとうございます。ただ今の事務局からの説明について、御意見や御質問

ありましたらお願いいたします。順不同で構いませんのでおっしゃってください。

（白井部会長）

つなぎ的に私からつぶやき程度なのですが、だいぶ前にも話題になった結婚の

推進について、大きな話になってしまうのですが、出生率のいろいろな調査研究

から分かっているのは、結婚しなくても子どもが生まれる社会、具体的には婚外

子の数値が高い方が出生率は高いんです。結婚しなければ、子どもが産めないよ

うな社会よりも、結婚しなくても子どもが産める社会の方が出生率が高いという
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のは、一般的です。結婚を増やせば子どもが生まれるというのは、一昔前の施策

なので、人口学的には違和感があります。様々な背景から結婚の推進というもの

があり、それが少子化と結びつけられることによって、施策に入ったり、予算に

入ったりするという事情については分かっていますけれども、人口学的な背景が

ありますので、結婚を推進しなくても生み育てやすい社会にする、そちらに軸足

を置いた方が出生率は高まると言えます。

それでもなお、結婚支援について、いろいろな事情から入れなければいけない

としても、この結婚支援を、子ども支援の方に入れていない県も多々あります。

それは、結婚したくてもできない人がいた時に、その人の福祉を高めるための施

策として、福祉の向上と言いますか、人々の健康とか、人生を叶えるとか、キャ

リアプランとか、そちらの方に入れていて、少子化対策に入れていない県もある

ので、それも一度御検討いただきたいと思います。今更ですけれども、どの県も

入れているわけではないということです。

それでもなお、静岡県がこの枠組みに入れるということであると、１つ気にな

るのは、結局この出会いサポートセンターでの成婚件数とかの目標数値というの

が、いわゆる民業圧迫と言いますか、民業で（登録・活動）していた人々がこち

らに流れてきているだけの数であるということもあるので、必ずしもこの目標値

というのが、結婚の推進の結果とは言えない、ということもあり得ます。ただし、

民業については、経済的な事情等から、その会費が支払えない方や、支払いたく

ない方もいらっしゃるので、それを理由に（民業を）利用しなかった結婚したい

人の結婚できるチャンスが高まるという意味では、一定の効果はあるかもしれな

いというような、様々な注釈というのが必要になると。（そのため）ここだけこ

のように取り上げると違和感があるものかなと思いました。

むしろ、子どもの数が増えるということを、出生率ではなくて、子どもの数、

若い人口が増えるということで言うと、若いカップルが転入してくることや、む

しろ静岡県の場合は、若いカップルが転出していかないことの方が、若年人口を

増やすには効果があるかもしれません。それは結局周辺地域との人口の取り合い

になるというか、競争して実質的には若い人の奪い合いになっているというとこ

ろもありますし、県内の市町のいろいろな政策が、若い人の奪い合いになってい

るという実情もあるかと思います。そのような中でも、３ページ（資料３）にあ

るような移住政策（Ｕターン就職の支援）といったことの方が、若年人口が移入

してくる、あるいは転出しないということを増やしていくことになる。もう少し

移住政策との関連、こちらで書かれているのは就職のことだけですから、他の部

分で書いてあるのかもしれないですけれども、静岡県で行ってる移住政策との連

動を注視してもよいのではないかなと思いました。あまり参考にならないかと思
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いますが、以上です。

（瀬嵜健康福祉部理事）

いろいろな御指摘ありがとうございます。先生のおっしゃることはよくわかり

ます。我々も、今回の結婚支援に踏み切るのは、少なからず躊躇したところもあ

ったのです。また先生御指摘のとおり、婚外子のお話も承知はしているのですが、

今のところ、世界の中で東アジア、特に日本、韓国（における特徴）ですが、日

本においては未だに生まれてくるお子さんの 98％近くがいわゆる嫡出子であり、

結婚された夫妻から生まれてきています。細かく見ていくと、最近は必ずしもそ

うではないケースも増えてはいるのですが、全体としては、そのような条件が見

て取れるという現実の中にあります。あとは令和２年というコロナが始まった年

に、県内の婚姻数がいきなり前年に対して 12～13％落ちたという状況を見て、

これは至急行政としての対応を図らなばいけないだろうということで、それまで

静岡県はあまり積極的にやってこなかったのですが、結婚支援に踏み切ったとい

う事情がございます。

もちろん結婚支援だけではなく、白井先生もおっしゃったように、若年層の流

入・流出の問題は、いわゆる地方創生の議論においても、元々は若年女性の流出

というところから話が始まっています。本県においても、令和２年に分析をして

県内の各市町の状況を見ていったところ、やはり若年人口の流入と、その出生率

にはかなり強い正の相関があるということも把握しておりますので、庁内におい

ても、人口減少はもちろんですけども、少子化対策としても、やはり移住・定住

施策というのは非常に重要だというコンセンサスは、関連部局間で得ており、関

係施策を進めるようにということで、話し合いながら進めているというところで

ございます。

表記が多少不十分なところもございますけれども、月末に予定している庁内の

推進本部の方でも、そのような御意見もいただいたということもお伝えしながら、

一層関係者間での連携を図っていきたいと思います。よろしくお願いします。

（永倉委員）

保育の事故をきっかけに、保育の方は県の方でも支援してくださって改善に向

かおうとしているところだと考えていますので、これからどうなるのかなという

ことを見守っていただけたらと思うのですけれども、その保育園に来てる子たち

が確実に行くであろう放課後児童クラブのことについてですが、当然ながら、保

育園に比べると、かなりその質についてばらつきがあるというのが現状になって

います。
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質の担保ということで、研修ということがたくさん書かれていて、確かにそう

なの（大切なの）ですけれども、資格要件がなくて背景も様々な方が、放課後児

童支援を行うわけですので、保育園以上に気を付けながら運営をしていかないと、

保育の事故の二の舞みたいなことが起こりかねないのではないかと少し心配に

なります。

研修については、保育園の方も、私は少し整理したらどうかというようなこと

を書いた（第３回書面審議にて）のですけれども、現在でも本当に十分すぎるく

らい研修があるので、研修を増やせばいいというわけではないことも、少し考え

る時期ではないかなと思っております。

同時に放課後児童クラブについては、保育所にあるような横の繋がりが多分な

いのではないかと思いますので、個々で研修をするのではなく、合同研修といっ

ても個々が受けるのではなくて、何か児童クラブ同士の情報交換の場みたいなも

のを県の指導で作っていただけるといいのではないかと思います。

また、これは呟きですけれども、今改めて見たら、第２のタイトルが「安心し

て子どもを育てることのできる社会」と書いてあり、だからこれは親に焦点が当

たっていたんだなということです。私たちが考えるのは、「安心して子どもが育

つことのできる社会」を目指したいというところなので、多様な保育の提供をす

ることについても、その子どもはどうなんだろうかという視点を、やはり失わな

いようにしていただけるとありがたいなと思います。 以上です。

（内山委員）

連合静岡の内山です。御説明いただきまして、ありがとうございます。資料３

の 18 ページ、17 ページの辺りです。永倉先生の御意見とも似たようなところが

ございますが、昨年の牧之原や裾野の事故を受けまして、もう二度とあのような

ことを起こさないという決意を、自治体の皆さんも、県民も強く誓ったところだ

と思います。それなのに保育士の国の配置基準を見直そうかということがどこに

も（書いて）なくて、中間見直しだからということなのかもしれませんけれども、

少しその辺りに違和感を感じました。

県が独自で決める、あるいは市町に基準を下ろすということが、法定以上だっ

たらできるのではないかと思ってはいるのですけれども、連合静岡が県知事に要

請している要請文書に対しても、回答としては、県としては助成をしているので、

保育士の人員増に繋がっているという話であり、そこの確認までしっかりされて

いるのかというところがどうもわかりません。

私たち連合静岡の加盟産別の中に、自治労という産別がございます。自治労の

中に公務保育士として働いている組合員約 900 人に取ったアンケートがござい
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まして、その中で、「子どもの命を預かる現場で人員が不足している」と回答し

た組合員が 64％ぐらいいます。「持ち帰り残業を行っている」と答えた組合員が

92％おります。

こうした実態は一体どこで吸い上げられているのかというのが、まず分からな

いということが１つと、そうした現場の声を受けて、保育の質を高めるために研

修をするというのは、保育士の負担を増やすだけではないかと端的に思ったりも

するので、今いる保育士さんに対して、研修で質を上げていくというのも大事か

もしれませんが、そもそもの基準に対し、あのような事件が立て続けに起こった

静岡県だからこそ、率先して見直しをかけるんだというような力強さが、この計

画の中に見えないなと思いました。

私たち連合静岡は、基本的には夫婦が共に働いていて、子どもの保育ができな

いので、保育園あるいはこども園に子どもさんを預けて働きに出ている人がほと

んどです。子どもを安心して預けて、自分が安心して働くために、「今の保育の

現場に対してどのようなお考えをお持ちですか」というアンケートを、年明けか

ら始めています。現在 830 件ほど声が集まっておりまして、集約はこれからです

けれども、そうした中身も県と共有をさせていただきながら、今後もいろいろ情

報交換させてもらえればと思います。私の意見としては以上です。

（鈴木こども未来課長）

先に永倉先生の方から、放課後児童クラブのお話をいただきました。放課後児

童クラブにつきましては、研修と言わせていただいてるのは、支援員の資格を取

るためのいくつかの要件がある中、研修を受けないと支援員になれないという制

度があるものですから、県の方では全県に向けて研修をやらせていただいている

ところです。

御指摘をいただきました通り、保育士とはまた違って、一般の普通の方が、放

課後児童クラブで実際に実績を２年間ぐらい積むことによって、やっとその研修

が受けられて、支援員の資格が取れるという流れになっている部分についても、

やはり少し時間が長いのではないかというような御意見もいただいております。

実際には、もっともっと現場は苦しく、コロナ禍では、お子さんを見るという以

外の部分で、様々気を遣わなければいけなかったことなど、支援員さんたちの負

担になっているところもあります。放課後護児童クラブにつきましては、市町の

事業ではありますが、県としましては市町とも情報を共有させていただきながら、

必要とあれば情報交換の場についても検討をしていきたいと思っております。

それから、内山先生からいただきました保育士の配置基準につきましては、基

本的には国の方で決められた配置基準ということで、県としましては、そこに準
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じておりますが、静岡県としても、また全国知事会としても、国の配置基準の見

直し・改善については、ずっと訴え続けているというところです。それに合わせ

まして、静岡県では、もう本当に歴史は長いですけれども、昭和 45 年から１・

２歳児の配置基準を実態に合わせたような形で、ずっと長く市町と連携をしなが

ら補助もさせていただいているところです。

実際にどのぐらいの保育士さんが現場にいらっしゃるのかというところを、こ

ちらの方で調査をしたところによると、補助を出している１・２歳児につきまし

ては、本当は基準は１対６ですけれども、実際には１歳児は１対４ぐらい、２歳

児は１対５ぐらいというところで運営していただいているところです。３歳児に

つきましても、１対 20 という配置基準があるのですけれども、国の方で加算制

度がありまして、1 対 15 というところになっていて、具体的に県下の状況を見

ますと、1 対 12 ぐらいで運営いただいてるということが、数値的にはわかって

いるところです。４・５歳児につきましては、基準自体は１対 30 というところ

ですが、今回一部の大規模保育所のみにはなりますけれども、国の方で一歩だけ

前進がありまして、４月から加算をつけていただくことになります。こちらにつ

きましては国の方に要望を重ねていくと同時に、静岡県下で４・５歳児について

見させていただきましたところ、実際には 1 対 17 ぐらいを平均として運営され

ていることがわかっております。

こちらについては上限があるわけですけれども、施設の努力や工夫によって、

保育士を余計につけていただいてるところで、目が行き届くような形で体制を組

んでいただいてるという実態も把握はしております。あとは、事業の運営につい

て、 こちらの方としても、より良い環境の中で保育士さんが働き続け、またお

子さんの十分な保育ができるような形になるよう支援をしていきたいと考えて

おります。

（内山委員）

ありがとうございました。数を捉えられているということで安心をしました。

けれども、間違いなく、保育士への負荷が子どもに皺寄せとしていかないような

管理体制であるべきだと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

（宮川委員）

静岡県校長会の代表の宮川です。よろしくお願いします。先ほども永倉先生が

おっしゃいました児童クラブの問題というのは、私たち校長会でも切実な問題で

す。

本校の事例ですが、富士市の指定管理者が入りまして、そこにうちの学校は
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早々参入したのですが、やはりいろいろなことで質が低下してるということに対

し、保護者の方から訴えがありまして、保護者会を開いて、指定管理者から替わ

って、来年は従来の支援体制に戻るということになりました。

そういう動きを私もまざまざと感じまして、私は（校長として）３年いるので

すけれども、１年目の時も運営がちょうど切り替わったところだったのですが、

その時までは以前から主でやってた人が残っていたので体制が整っていたので

すが、指定管理者になることで、人員も動いたり、地域が違う方が入ってきたり

して、保護者の方から色々な話（問題の指摘）がありまして、運営母体がまた変

わったという事例もありますので、先生方のお話は、本当にまざまざと、私が感

じていることでございます。

それから、もう 1 点すみません。資料２の右側の主な数値目標のところの、第

３のところの「外国人児童生徒等に対して、必要な支援が実現できている学校の

割合」に少し疑問を感じました。この数字だと十分できているのかなという感じ

を思われるかと思いますが、これも本校の例ですけれど、外国人の児童がたくさ

んいます。モンゴル、ベトナム、ブラジルはもちろん、スリランカとか多様な児

童がおりまして、この数字を見ると、本当に満足にできているように思うと思い

ますが、とてもそういう状況ではないということを、ここでお伝えしたいなと思

います。学校の方も、職員が時間を割いて対応してるということで、以前に比べ

ると、通訳の方に月に何回か来ていただくということがありますけれども、まだ

まだ（足りておらず）、モンゴルから来た子に対しては、全くその対応ができて

いなかったりします。できるだけ学校でも、説明会の文章は英語にしたり、ポル

トガル語にしたり、YouTube で作った物も ALT さんに英語バージョンにしていた

だいたりという工夫はしていますけれども、なかなか対応できない状態でござい

ます。ここの数字の判断は、どういうことか詳しくわからないのですけれど、こ

の数字だけを見ると、すごく満足状態で外国人の方に手当てをしてるように感じ

ますけども、現状は本当に苦しいところでございますので、少し御説明いただけ

ればと思います。

（事務局：こども未来課）

宮川先生からいただきましたお話について、事務局の方からコメントさせてい

ただきます。

「外国人児童生徒等に対して、必要な支援が実現できている学校の割合」につ

いては、教育委員会の方で取りまとめております調査に基づいております。日本

語指導員の加配、また日本語指導コーディネーターや外国人児童生徒の指導員に

よる指導が充実しているか、それから「やさしい日本語」活用促進のための研修
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会等の実施をしているか、というような各種取組の実施校の割合をまとめさせて

いただいてるものになります。

そのため先生の御意見のとおり、取組について実施をしているとか、加わって

いるというだけでは、現場はなかなか回っていかないというのは、おっしゃると

おりだと思っております。この指標につきましては、数字上は成果が上がってお

り、令和３年度評価におきましてもＡ評価になっておりますので、着実に取組が

進んでいるということになってはおりますけれども、引き続き 100％を目指すと

いうことで、少なからず各種取組には、どこも参画しているというところを目指

します。さらに現場でも十分な支援が行われるように、教育委員会ともいただい

た御意見を共有して進めていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたし

ます。

（宮川委員）

すみません、ありがとうございます。私たちも現場の方にいるので、その辺の

状況はわかっているのですが、一般の方がこれを見た時に、少し誤解される数字

なのかなと思ったものですから、少しお話させていただきました。

（白井部会長）

今のことに関連して質問させていただきたいのですが、静岡市では、「ONES(ワ

ンズ）」が活用されているのは御存知でしょうか。聞いたことありますか。学生

を母体にしたサークルのワンズというのがありまして、静岡県立大学や、静岡大

学の学生を中心に活動しています。静岡市の教育委員会とワンズが提携をしてい

て、静岡市教育委員会から、小学校の児童さんなどに（支援に）ついてほしいと

いう依頼があると、本当に（日本に）来たばかりで「やさしい日本語」も分から

ないような子だと、授業中にその子の机の隣にも（支援に）入ることができると

いうようなことをしています。やはりその場でサポートできないと、後で取り出

し教育みたいな日本語の補習教室をしても、例えば、掃除や給食のこともわから

なかったりするので、そばに付くということ（支援）をしている。いろいろ個人

情報のこととかありますけれども、１人１人に付くことができるという仕組みが

あります。なかなか今は教室には入ることができなくて、日本語教室の方でワン

ズが教育委会と提携しながら活用されていると伺っています。

例えば私のいる静岡大学だと、それこそモンゴルの留学生もたくさんいますし、

ベトナムからの留学生もたくさんいたりするので、そういったところのリソース

は大学のコンソーシアムにいろいろ投げかけていくと、良い仕組みができていく

のではないかなと思いました。またコロナのことで、だいぶオンライン化が進ん
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だので、モンゴルの留学生の方に対しても、県内どんなに離れていても、何か支

援のサポートができたりするのかなと思いました。

さて、時間の都合もありますので、また御意見ありましたら、最後の総括のと

ころでおっしゃっていただければと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、いろいろな意見が出ましたので、参考にしていただいて、何か盛り

込むことがありましたら、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、「議事(3) 保育所及び幼保連携型認定こども園の認可に係る意見

聴取」に移りたいと思います。冒頭に事務局から説明のあった通り、内容に個人

情報等が含まれることから非公開とさせていただきますので、この後の議事に関

わらない方はここで御退席をお願いいたします。

それではお手元に資料があるかと思いますが、事務局の方から御説明をお願い

いたします。

（事務局：こども未来課）

※議事(3)について、資料 5-1、5-2 に沿って説明

※委員から意見聴取

（白井部会長）

本日の議事は以上となります。委員の皆様には、円滑な進行に御協力いただき

まして、ありがとうございました。それでは、会議の進行を事務局にお戻ししま

す。よろしくお願いいたします。

（事務局）

白井部会長ありがとうございました。本日は御多忙のところ、子ども・子育て

支援部会への出席を賜り、ありがとうございました。

事務局では、本日頂戴した御意見・御助言を参考に、中間見直しの公表、及び

保育所・幼保連携型認定こども園の認可に向けた作業を進めてまいります。

以上で、子ども・子育て支援部会を閉会します。今後とも御協力を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。


